
 

※事前に「常滑市宿泊税特別徴収義務者申告書」の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

交付申請 

提出書類 期限 

(1)常滑市宿泊税システム整備費補助金交付申請書 

(2)システム整備に係る見積書の写し 

令和６年12月27日（金） 

③ 

完了報告 

提出書類 期限 

(1) 補助対象事業完了報告書 

(2) 補助対象事業の実施結果が確認できる関係書

類（マニュアル、納品書、写真等）の写し 

(3) 補助対象事業の費用に係る書類（契約書、請

求書、領収書等）の写し 

 

完了の日から起算して

30 日以内 

又は 

令和７年２月 28 日（金）

のいずれか早い日まで 

④ 

補助金請求 

提出書類 期限 

常滑市宿泊税システム整備費補助金請求書 令和７年３月 31 日（月） 

２週間程度で交付決定を行い、「補助金承認（不承認）決定通知書」を送付

します。※必ず決定後にシステム改修等に着手してください。 

② 

システム改修等 

内容等に変更が生じる場合は、システム改修等実施前に常滑

市へ連絡してください。軽微な変更を除き、変更承認申請書

の提出が必要です。 

２週間程度で交付すべき補助金の額を確定し、「常滑市宿泊税システム整

備費補助金額確定通知書」により通知します。 

補助金の交付 

常滑市宿泊税システム整備費補助金〔申請の流れ〕 

 

審査・ 

交付決定 

補助金額 

確定 


